
 
議 案 名 

富士見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

制 定 趣 旨 

人事院が行った「公務員人事管理に関する報告」等の中で明らかに

されている国家公務員の「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援の

ために講じる措置」の中で、非常勤職員の育児休業取得要件の廃止

等が令和４年４月１日施行予定とされていることに伴い、本市にお

いても同様の改正を行うものです。 

主な制定内容 

①非常勤職員について、これまで育児休業及び部分休業を取得する

ためには、１年以上在職期間が必要でしたが、継続的な勤務が見込

まれる非常勤職員については、採用当初から取得できることとする

ため、該当部分の削除、変更等を行うものです。 

②育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を講ずる

ため、第１３条と第１４条を追加し、それぞれ「妊娠・出産等を申

し出た職員に対する個別の周知・意向確認」と「勤務環境の整備

（研修実施、相談体制整備等）」について、規定するものです。 

施 行 日 令和４年４月１日 

３ 



 
富士見市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１２号）新旧対照表 

新 旧 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 （３） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

 （ア） 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に

引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

（ア） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子

をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６

か月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当する場合に

あっては、２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び引き

続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に

採用されないことが明らかでない非常勤職員 

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子

をいう。以下同じ。）が１歳６か月に達する日（以下「１歳６

か月到達日」という。）（第２条の４の規定に該当する場合に

あっては、２歳に達する日）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定

職に引き続き                                            

採用されないことが明らかでない非常勤職員 

（イ） 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 （ウ） 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養

育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳

到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養

育する子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳

到達日」という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合

にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている



 
非常勤職員に限る。） 非常勤職員に限る。） 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該

任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用

されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用

される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務日の日

数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を

除く。）とする。 

第９条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次の各号の

いずれにも該当する                              非常勤職員以外

の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤

務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）を

除く。）とする。 

 （１） 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

 （２） 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定

める非常勤職員 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第１０条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業を

いう。以下同じ。）の承認は、富士見市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例（平成８年条例第２号）第８条に規定する正規の勤務

時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条にお

いて同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時

間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとす

る。 

第１０条 部分休業                                              

                  の承認は、富士見市職員の勤務時間、休日及び休

暇に関する条例（平成８年条例第２号）第８条に規定する正規の勤務

時間（非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条にお

いて同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時

間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとす

る。 



 
２ （略） ２ （略） 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該

非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分

を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が労働基準法    

                      第６７条の規定による育児時間又は育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第６１条第３２項において読み替えて準用

する同条第２９項の規定による介護をするための時間（以下「介護を

するための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあって

は、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又

は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該

非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間４５分

を減じた時間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が労働基準法（昭

和２２年法律第２９号）第６７条の規定による育児時間又は育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号）第６１条第３２項において読み替えて準用

する同条第２９項の規定による介護をするための時間（以下「介護を

するための時間」という。）の承認を受けて勤務しない場合にあって

は、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該育児時間又

は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた

時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第１３条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその

配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出

たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を

知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確

認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由とし

て、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければ

ならない。 

 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１４条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるように

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１） 職員に対する育児休業に対する育児休業に係る研修の実施 

 



 
（２） 育児休業に関する相談体制の整備 

（３） その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

 


